
規制改革・民間開放推進３か年計画（ . 閣議決定 ［抜粋］H16 3.19 ）

（事業者の自己確認・自主保安）

検査検定制度のうち、保護法益の面から比較的危険度が小さいものであって、

かつ違反による危害発生の蓋然性も小さいものについては、現在、政府が行って

いる検査検定業務を事業者自身にゆだね、自己確認・自主保安化する。

なお、自己確認・自主保安を基本とする場合においては、消費者等の市場に参

加する者への十分な情報提供が前提となることから、行政庁における情報公開は

もとより、事業者側においても情報提供を促進する等の取組を行うことが期待さ

れる。
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